
公益財団法人北海道対がん協会北海道がん対策基金運営委員会細則 新旧対照表（案） 

新 旧 

公益財団法人北海道対がん協会北海道がん対策基金運営委員会細則 

（名 称） 

第１条 ～ 第４条 

（省 略） 

 

（部  会） 

第５条 助成金の交付に係る審査・評価をするため、審査・評価部会を設

置する。 

（１） 審査・評価部会は、委員長の指名により委員５名以内で組織する。 

（２） 審査・評価部会に部会長１名をおき、部会長は部会委員の互選に

より選任する。 

（３） 部会長が必要と認めるときは、部会委員以外の委員を出席させる

ことができる。 

２ その他、必要に応じ部会等を設置することができる。 

３ 部会等委員は、委員会委員のほか、外部から選任することができる。 

 

（任 期） 

第５条 ～ 第７条 

（省 略） 

 

附則 

この細則は、平成２７年２月９日から施行する。 

附則 

この細則は、平成２７年７月２５日から施行する。 

附則 

この細則は、平成２９年３月２４日から施行する。 

附則 

この細則は、令和 年 月 日から施行する。 

 

公益財団法人北海道対がん協会北海道がん対策基金運営委員会細則 

（名 称） 

第１条 ～ 第４条 

（省 略） 

 

（部  会） 

第５条 助成金の交付に係る審査・評価をするため、審査・評価部会を設

置する。 

（１） 審査・評価部会は、委員長の指名により委員５名以内で組織する。 

（２） 審査・評価部会に部会長１名をおき、部会長は部会委員の互選に

より選任する。 

 

 

２ その他、必要に応じ部会等を設置することができる。 

３ 部会等委員は、委員会委員のほか、外部から選任することができる。 

 

（任 期） 

第５条 ～ 第７条 

（省 略） 

 

附則 

この細則は、平成２７年２月９日から施行する。 

附則 

この細則は、平成２７年７月２５日から施行する。 

附則 

この細則は、平成２９年３月２４日から施行する。 
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